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『こどもの安全・安心見守り活動の現状と今後の課題』の提言書 

 

現状：学校により「子どもの安全見守り隊」の協力者が多いところと極端に少な

いところがある。有償ボランティアの「見守りボランティア」は３校区で

ボランティア登録者がいない現状がある。「通学路安全推進会議」の中心

は道路等ハード面である。 

 

課題：◎こどもの見守り活動に関して掌握する部署がない。 

 

◎有償・無償ボランティアの人員確保がされていない。 

 

◎教育委員会は具体的な対応策を示していない。 

 

提言：１．こどもの見守りに関して、行政（教育委員会）の関係各課及び学校に

おいて情報共有を充分行うべきである。その為に情報を掌握する中心

的な所管部署を決定すること。 

 

２．ハード面については「通学路安全推進会議」で議論しているが、

「こどもの安全・安心見守り活動」（ソフト面）に関して議論する場

が少ないので、別に協議・検討できる会議を設置すべきである。 

 

以上 
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『子どものスポーツ環境について(中学校の運動部活動)』の提言書 

 

昨今の公立中学校においては、少子化による生徒数の減少とそれに伴う配置

教員の減少が大きく影響し、中学校における運動系クラブの顧問の選任が困難

となっている。 

そのため教員自身が経験のないスポーツの顧問に就任したり、少子化による

生徒数の減少と相まって、クラブ員の数が集まらないことから部活動が成り立

たたず、やむなく休部や廃部となることで生徒のスポーツ環境が著しく損なわ

れつつあるのが現状である。 

 

また一方では教員の多忙化がマスコミでも頻繁に取上げられ社会問題となっ

ているが、これは放課後の運動部活動の指導のみならず、休日における練習指導

や大会等への参加引率などのため、顧問の教員が熱心に取組めば取組むほど業

務の過重負担となり、早急な働き方改革が求められているのが現状である。 

 

このような状況は本市のみならず全国的な現象となっていることから国にお

いても平成 29年３月に「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行につ

いて」通知が出され、同時にスポーツ庁より「運動部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」が策定提示されている。 

通知内容は、都道府県教育委員会に対し域内の市町村教育委員会への周知を

図ることを求めているが、本市においては、その現状を認識しているにもかかわ

らず未だ何ら対策が講じられていない状態である。 

 

したがって、下記の提言を行うものである。 

 

１．「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」通知が出され

たことに関し、本市教育委員会は具体的な対応を早急に取りまとめること。 

 

２．平成 30年２月「学校における働き方改革に関する緊急対策並びに学校にお

ける業務改善及び勤務時間管理等に係る取り組みの徹底について（中間まと

め）」の中で、部活動を「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業

務」と位置付けられ、部活動指導員の配置を認めているが、本市の教育委員会

の考えを明確にすること。 

 

３．日本中学校体育連盟に対し、部活動指導員の参画が積極的に行われるよう

「全国中学校体育大会引率細則」の見直しを求めること。 

 

以上



 

 

 

『子どものスポーツ環境について(中学校の運動部活動)』の提言書に関する参考資料 

 

 

 

１．平成 29年３月「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」通知 

 

２．平成 29年 12月「学校における働き方改革に関する緊急対策（中間まとめ）」通知 

 

３．平成 30 年２月「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校におけ

る業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について」通知 

 

４．「全国中学校体育大会引率細則」並びに「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加

規程」 
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学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

28 ス庁第 704 号 

平成 29 年 3 月 14 日    抜 粋 

 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

附属学校を置く各国立大学法人学長    殿 

スポーツ庁次長 髙橋  道和 

文化庁次長 中岡  司 

文部科学省初等中等教育局長 藤原  誠 

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 このたび，別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成 29 年文部科学省令第 4 号）」

が平成 29 年 3 月 14 日に公布され，平成 29 年 4 月 1 日から施行されることとなりました。 

 今回の改正は，中学校，義務教育学校の後期課程，高等学校，中等教育学校並びに特別支援学校の中学

部及び高等部（以下「学校」という。）におけるスポーツ，文化，科学等に関する教育活動（学校の教育

課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について，その名称及び

職務等を明らかにすることにより，学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするもので

す。 

 本改正の概要及び留意事項等は，下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に御対応くださるよ

うお願いします。 

 また，都道府県教育委員会・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員

会に対して，国立大学法人学長におかれては附属学校に対して，本通知の内容について指導，助言及び周

知をお願いします。都道府県知事におかれては所轄の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して，構

造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の長におかれ

ては認可した株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して，本通知の内容について十分周

知をお願いします。 

記 

 

第 1 改正の概要 

 本改正は，学校におけるスポーツ，文化，科学等に関する教育活動（学校の教育課程として行われるも

のを除く。）に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について，その名称及び職務等を明らかにする

ことにより，学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものであること。   

 

第 2 留意事項 

1 部活動指導員の職務 

（1）部活動指導員は，学校の教育計画に基づき，生徒の自主的，自発的な参加により行われるスポーツ，
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文化，科学等に関する教育活動（学校の教育課程として行われるものを除く。）である部活動において，

校長の監督を受け，技術的な指導に従事すること。 

 

（2）部活動指導員の職務は，部活動に係る以下のものが考えられること。なお，部活動指導員が置かれ

る場合であっても，これらの職務を教諭等が行うことを妨げるものではないこと。 

 

（3）校長は，部活動指導員に部活動の顧問を命じることができること。また，教諭等の顧問を置かず，

部活動指導員のみを顧問とする場合は，当該部活動を担当する教諭等を指定し，上記（2）にあるように

年間・月間指導計画の作成，生徒指導，事故が発生した場合の対応等の必要な職務に当たらせること。 

 

（4）部活動指導員は，当該部活動の顧問である教諭等や上記（3）の部活動を担当する教諭等と，日常的

に指導内容や生徒の様子，事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど，連携を十分に図る

こと。 

 

2 部活動指導員に係る規則等の整備 

    学校の設置者は，部活動指導員に係る規則等を整備すること。当該規則等には，部活動指導員の身分，

任用，職務，勤務形態，報酬や費用弁償，災害補償，服務及び解職に関する事項等必要な事項を定めるこ

と。 

    なお，災害補償については，地方公共団体において部活動指導員を非常勤職員として任用する場合，労

働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）第 3 条第 2 項により，労働者災害補償保険の適用となる

ことに留意すること。 

 

3 部活動指導員の任用 

    部活動指導員の任用に当たっては，指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能のみな

らず，学校教育に関する十分な理解を有する者とすること。 

 

4 部活動指導員に対する研修 

    学校の設置者及び学校は，「運動部活動での指導のガイドライン」（平成 25 年 5 月）等を踏まえ，部

活動指導員に対し，事前に研修を行うほか，その後も定期的に研修を行うこと。研修においては，部活動

が学校教育の一環であること等部活動の位置付けや部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感，連帯感の

涵養等に資するものであること等教育的意義のほか，学校全体や各部の活動の目標や方針を熟知するこ

と，生徒の発達の段階に応じた科学的な指導を行うこと，安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこ

と，生徒の人格を傷つける言動や体罰が禁止されていること，服務（部活動指導員が校長の監督を受ける

ことや生徒，保護者等の信頼を損なうような行為の禁止等）を遵守すること等について，十分に理解させ

ること。 
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（別 添）      抜 粋 

学校における働き方改革に関する緊急対策 

平成２９年１２月２６日 

文部科学大臣決定 

平成 29 年６月，文部科学大臣から「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築の

ための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」を諮問し，同年 12 月 22 日に中央教育

審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における

働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）」（以下，「学校における働き方改革に関する総

合的な方策（中間まとめ）」という。）がまとめられた。 

「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」においては， 

○ 学校・教師が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化 

○ 学校が作成する計画等の見直し 

○ 学校の組織運営体制の在り方 

○ 勤務時間に関する意識改革と制度的措置 

○ 「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備 

という観点において，取り組むべき具体的な方策が示されたところであり，これを踏まえ 

て，文部科学省が中心的に実施していく内容を，本緊急対策としてとりまとめ，着実に実 

施していく。 

１．業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策 

（１）業務の役割分担・適正化を進めるための取組 

 

（２）それぞれの業務を適正化するための取組 

【登下校に関する対応】 

 

【部活動】 

 

○ 運動部活動については，「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」を踏まえ，

本年度末までに，部活動の適切な運営のための体制の整備や適切な活動時間や休養日についての明確な

基準の設定，各種団体主催の大会の在り方の見直し等を含んだガイドラインを作成し，提示する。また，

文化部活動に関しても運動部活動と同様にその在り方等について検討する必要があることから，ガイド

ラインを作成する等必要な取組を行う。 

 

○ 部活動の顧問については，教師の勤務負担の軽減や生徒への適切な部活動指導の観点から，各校長が，

教師の専門性や校務分担の状況に加え，負担の度合いや専門性の有無を踏まえて，学校の教育方針を共有

した上で，学校職員として部活動の実技指導等を行う部活動指導員や外部人材を積極的に参画させるよ

う促す。 

部活動指導員については，スポーツ庁が作成予定の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

（仮称）」を遵守すること，部活動指導員の参画が教師の働き方改革につながる取組であること等を条件

として支援を行う。 
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○ 少子化等により規模が縮小している学校においては，学校に設置する部活動の数について，部活動指

導にたけた教師の配置状況や部活動指導員の参画状況を考慮して適正化するとともに，生徒がスポーツ

等を行う機会が失われることのないよう複数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツクラブとの

連携等を積極的に進めるよう促す。 

 

○ 大会・コンクール等の主催者に対して，部活動指導員による引率や，複数の学校による合同チームや

地域スポーツクラブ等の大会参加が可能となるよう，関係規定の改正等を行うよう要請する。 

 

○ 一部の保護者による部活動への過度の期待等の認識を変えるため，入試における部活動に対する評価

の在り方の見直し等の取組も検討するよう促す。 

 

○ 各種団体主催の大会も相当数存在し，休日に開催されることも多い実情を踏まえ，各種団体において

その現状の把握と見直しを要請する。 

 

○ 将来的には，地方公共団体や教育委員会において，学校や地域住民と意識共有を図りつつ，地域で部

活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進め，環境が整った上で，

部活動を学校単位の取組から地域単位の取組にし，学校以外が担うことも検討する。 
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抜 粋２９文科初第１４３７号 

平成３０年２月９日 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

文部科学事務次官 戸 谷 一 夫 

 

学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時

間管理等に係る取組の徹底について（通知） 

文部科学省では，平成 29 年６月 22 日に，新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制

の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について中央教育審議会に諮問を行い，

同年 12 月 22 日，中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制

の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）」（以下，「中間ま

とめ」という。）が取りまとめられました。 

 

各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市（指定都市を除く。以下同じ。）町村教

育委員会に対して，各指定都市教育委員会におかれては，所管の学校に対して，本件について周知を図る

とともに，十分な指導・助言に努めていただくようお願いします。 

また，各都道府県教育委員会におかれては，本件について域内の市町村教育委員会が設置する学校に対し

て周知が図られるよう配慮をお願いします。 

記 

教育委員会において取り組むべき方策としては，以下の事項が挙げられる。各教育委員会においては，

これらの取組について，学校や地域，教職員や児童生徒の実情に応じて，順次適切に取組を進めること。

__ 

 

１．学校における業務改善について 

（１）業務の役割分担・適正化を着実に実行するために教育委員会が取り組むべき方策について 

①業務改善方針・計画の策定及びフォローアップ 

②事務職員の校務運営への参画の推進 

③専門スタッフとの役割分担の明確化及び支援 

④学校が教育活動に専念するための支援体制の構築 

⑤業務の管理・調整を図る体制の構築 

⑥関係機関との連携・協力体制の構築 

⑦学校・家庭・地域の連携の促進 

⑧統合型校務支援システム等のＩＣＴの活用推進 

⑨研修の適正化 

⑩各種研究事業等の適正化 

⑪教育委員会事務局の体制整備 

⑫授業時数の設定等における配慮 

⑬各学校における業務改善の取組の促進 
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（２）中間まとめにおいて示された業務の在り方に関する考え方を踏まえて教育委員会が特に留意して

取り組むべき個別業務の役割分担及び適正化について 

 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

①登下校に関する対応 

②放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導されたときの対応 

③学校徴収金の徴収・管理 

④地域ボランティアとの連絡調整 

 

【学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のない業務】 

⑤調査・統計等への回答等 

⑥児童生徒の休み時間における対応 

⑦校内清掃 

⑧部活動 

 

 

【学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のない業務】 

⑧部活動 

各学校において，教師の負担の度合いや専門性の有無を踏まえ，学校の教育方針を共有した上で，学校職

員として部活動の実技指導等を行う部活動指導員をはじめとした外部人材の積極的な参画を進めること。 

少子化等により規模が縮小している学校においては，学校に設置する部活動の数について，生徒や教師の

数，部活動指導員の参画状況を考慮して適正化するとともに，生徒がスポーツ・文化活動等を行う機会が

失われることのないよう複数の学校による合同部活動や民間団体も含めた地域のクラブ等との連携等を

積極的に進めること。 

教師の勤務負担軽減や教科指導等とのバランスという観点だけでなく，部活動により生徒が学校以外の

様々な活動について参加しづらいなどの課題や生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点からも，

部活動の適切な活動時間や休養日について明確に基準を設定すること。 

一部の保護者による部活動への過度の期待が見られることも踏まえ，入試における部活動に対する評価

の在り方の見直し等に取り組むこと。 

部活動に過度に注力してしまう教師も存在するところであり，教師の側の意識改革を行うために，採用や

人事配置等の段階において，教師における部活動の指導力を過度に評価しないよう留意すること。 
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抜粋       公益財団法人 日本中学校体育連盟より  

 

「全国中学校体育大会引率細則」                

本細則が適用されるのは、学校事情により、校長・教員・部活動指導員※１が引率できず、校長がやむを

得ないと判断した場合に限るもので、安易に引率者として外部指導者（コーチ）の引率を認めるものでは

ない。 

※１ ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者をいう。 

 

（１)引率者としての外部指導者（コーチ）の規定 

① 当該校の校長が認めた成人であり、日頃から指導に当たっている者のことをいう。なお、事前に校長

との間で外部指導者（コーチ）としての契約がなされていること。 

② 引率者としての外部指導者（コーチ）は、各大会の申込用紙の引率外部指導者（コーチ）欄に必要事

項を記入すること。 

③ 引率者としての外部指導者（コーチ）に規定違反、不適切な言動等があったときは、不適合者として

会長または競技専門委員長から当該校の校長に連絡し、資格を取り消す。 

④ この規定以外のことは、各競技専門部の規定 

 

（２）引率者としての外部指導者（コーチ）の引率を認める個人競技は、次の１２競技とする。 

但し、団体戦は該当しない。①陸上競技 ②体操競技 ③新体操 ④卓球 ⑤柔道 ⑥剣道 ⑦水泳競技 

⑧バドミントン ⑨相撲 ⑩ソフトテニス ⑪スキー ⑫スケート 

 

（３)引率者としての外部指導者（コーチ）には、監督の資格を認めない。 

① 引率上の留意点等 

ア 引率時は、公の交通機関を利用する。 

イ 外部指導者（コーチ）は任意の傷害保険等に加入する。加入手続きは外部指導者（コーチ）が行い、

費用は原則として自己負担とする。 

ウ 引率にかかわる外部指導者（コーチ）の費用は、原則として自己負担とする。 
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「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程」 

（１)趣旨 

参加を承認する精神は、あくまでも少人数の運動部による単独チーム編成が出来ないことの救済措置で

あり、勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。なお、複数校合同チーム（以下合同チーム）

で参加する場合は、下記の条件を満たしていることが必要である。 

（２)条件 

① 合同チームとしてそれぞれの学校教育計画に基づいて活動している。 

② 合同チームの各校は、都道府県中体連に加盟している。 

③ 合同チームとしての大会参加が、都道府県中体連に承認されている。 

④ 個人種目のない以下の競技（７競技）に限る。 

バスケットボール（５）、サッカー（１１）、バレーボール（６） 

ハンドボール（７）、軟式野球（９）、ソフトボール（９）、アイスホッケー（１１） 

※但し（ ）内の人数を下回った場合のみ、合同チームを編成できる。 

⑤ チーム名は校名連記とする。 

⑥ 参加申し込み手続きは当該校の校長が承認の上、代表校長が行う。 

⑦ 合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。但し、やむを得ない場合は校

長・教員（部活動指導員は含まない）による代表引率・監督を認める。 

★ 注意点 

(1)部活動指導員は依頼監督にはなれない。また、合同チームの代表引率・監督にもなることができない。 

(2)部活動指導員として複数校に勤務する場合、全中大会で引率・監督を担当できる学校は１校のみとす

る。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校を決定し所属する都道府県中学校体育連盟に報告する。

複数の都道府県で指導する場合も、引率・監督を認めるのは１校のみである。 

 

 

 

 


